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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第42期

第１四半期連結
累計期間

第43期
第１四半期連結
累計期間

第42期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高 (千円) 4,093,028 3,978,762 16,688,791

経常利益 (千円) 659,370 485,106 2,672,407

四半期(当期)純利益 (千円) 407,953 299,399 561,493

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) 407,844 288,077 579,821

純資産額 (千円) 11,111,85810,956,67511,107,948

総資産額 (千円) 19,156,90719,041,89519,166,460

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 27.86 20.44 38.34

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 58.0 57.5 58.0

(注) １  当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 (１)業績の状況

当第１四半期連結累計期間において、当社グループでは、商品構成や広告・販促施策の充実化を図り、

積極的な営業活動を実施してまいりました。

当社グループにおけるセグメントの業績を示すと次のとおりであります。

〔和装関連事業〕

　「振袖」販売については、来店者数および平均単価は微増となったものの成約率が低下傾向で推移した

ため、受注高は前年同期比4.5％減となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服」等の受注高に

ついても、前年同期比8.4％減となりました。

　以上により、和装関連事業の受注高は、前年同期比5.9％減の3,892百万円となりました。また売上高（出

荷高）については、3.2％減の3,808百万円となりました。

　利益面においては、売上総利益は前年同期比3.2％減の2,438百万円となりました。営業利益については、

広告宣伝費及び人件費が主に増加したことから、35.5％減の340百万円となりました。

〔金融サービス事業〕

　金融サービス事業については、売上高は前年同期比8.3％増の170百万円、営業利益は5.5％増の125百万

円となりました。

 

　この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は前年同期に比べ2.8％減の3,978百万円、営

業利益は27.8％減の467百万円、経常利益は26.4％減の485百万円、四半期純利益は26.6％減の299百万円

となりました。
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(２)財政状態の分析

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、14,610百万円となりました。これは、割賦売掛金が

102百万円増加し、現金及び預金が278百万円、有価証券が500百万円それぞれ減少したことなどによりま

す。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて14.4％増加し、4,431百万円となりました。これは、投資有価証券

が582百万円増加したことなどによります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、19,041百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、7,936百万円となりました。これは、販売促進引当

金が60百万円、預り金が52百万円、買掛金が51百万円それぞれ増加し、未払法人税等が188百万円減少した

ことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し、148百万円となりました。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、8,085百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、10,956百万円となりました。これは、利益剰余金

が139百万円減少したことなどによります。

　

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

(４)研究開発活動

該当事項はありません。

　

(５)従業員数

当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

　

(６)受注、販売及び仕入の状況

当第１四半期連結累計期間において、受注、販売及び仕入の状況の著しい変動はありません。　

　

(７)主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末に

おける計画の著しい変更はありません。　
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 72,612,000

計 72,612,000

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月２日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,498,200同左
東京証券取引所
（市場第１部）

単元株式数は
100株であります。

計 17,498,200同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年６月30日 ― 17,498,200 ― 1,215,949 ― 1,547,963
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,853,100

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式14,633,100146,331 ―

単元未満株式 普通株式　　12,000 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 17,498,200― ―

総株主の議決権 ― 146,331 ―

　

② 【自己株式等】

平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
京都きもの友禅株式会社

東京都中央区日本橋
大伝馬町14番１号

2,853,100― 2,853,10016.3

計 ― 2,853,100― 2,853,10016.3

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１

日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,852,523 3,574,505

売掛金 17,307 55,036

割賦売掛金 6,420,527 6,523,464

有価証券 2,668,207 2,168,060

商品及び製品 1,851,202 1,710,381

原材料及び貯蔵品 34,294 48,440

その他 450,168 530,878

流動資産合計 15,294,232 14,610,768

固定資産

有形固定資産

土地 1,447,508 1,447,508

その他（純額） 587,599 570,328

有形固定資産合計 2,035,107 2,017,836

無形固定資産 62,265 59,365

投資その他の資産

投資有価証券 956,892 1,539,755

敷金及び保証金 750,493 744,090

その他 67,468 70,078

投資その他の資産合計 1,774,855 2,353,925

固定資産合計 3,872,228 4,431,127

資産合計 19,166,460 19,041,895
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 282,952 334,257

未払法人税等 432,197 243,516

前受金 1,212,598 1,210,486

預り金 3,637,763 3,690,196

賞与引当金 260,000 137,500

役員賞与引当金 13,800 －

販売促進引当金 119,570 180,540

割賦未実現利益 1,069,704 1,072,699

資産除去債務 73,517 73,517

その他 808,308 994,085

流動負債合計 7,910,412 7,936,801

固定負債

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 141,410 141,878

繰延税金負債 149 －

固定負債合計 148,099 148,418

負債合計 8,058,512 8,085,220

純資産の部

株主資本

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金 1,708,256 1,708,256

利益剰余金 10,639,118 10,499,167

自己株式 △2,474,725 △2,474,725

株主資本合計 11,088,598 10,948,647

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,349 8,027

その他の包括利益累計額合計 19,349 8,027

純資産合計 11,107,948 10,956,675

負債純資産合計 19,166,460 19,041,895
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 4,093,028 3,978,762

売上原価 1,460,981 1,418,423

売上総利益 2,632,046 2,560,338

販売費及び一般管理費 1,984,073 2,092,782

営業利益 647,973 467,555

営業外収益

受取利息 1,209 873

受取配当金 － 1,165

信販取次手数料 8,960 14,173

雑収入 1,798 1,632

営業外収益合計 11,968 17,843

営業外費用

雑損失 571 292

営業外費用合計 571 292

経常利益 659,370 485,106

特別損失

固定資産除却損 2,692 4

特別損失合計 2,692 4

税金等調整前四半期純利益 656,677 485,101

法人税、住民税及び事業税 271,644 225,802

法人税等調整額 △22,920 △40,099

法人税等合計 248,723 185,702

少数株主損益調整前四半期純利益 407,953 299,399

四半期純利益 407,953 299,399
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 407,953 299,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △108 △11,322

その他の包括利益合計 △108 △11,322

四半期包括利益 407,844 288,077

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 407,844 288,077

少数株主に係る四半期包括利益 － －

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

11/17



【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 27,424千円
　

　 27,734千円
　

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

　
１  配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月19日
定時株主総会

普通株式 439,357 30平成24年３月31日 平成24年６月20日 利益剰余金

　

  (2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間の末日後となるもの

　
該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

　
１  配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 439,350 30平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

　

  (2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間の末日後となるもの

　
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２和装関連事業

金融サービス
事業

計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,935,873157,1544,093,028 ― 4,093,028

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― 7,793 7,793 △7,793 ―

計 3,935,873164,9474,100,821△7,793 4,093,028

セグメント利益 528,605 118,872 647,477 495 647,973

(注) １  セグメント間取引消去によるものであります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２和装関連事業

金融サービス
事業

計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,808,568170,1933,978,762 ― 3,978,762

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― 5,661 5,661 △5,661 ―

計 3,808,568175,8553,984,424△5,661 3,978,762

セグメント利益 340,974 125,377 466,351 1,203 467,555

(注) １  セグメント間取引消去によるものであります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 

　

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

13/17



　

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
 至  平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 27.86 20.44

（算定上の基礎） 　 　

四半期連結損益計算書上の四半期純利益金額(千円) 407,953 299,399

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 407,953 299,399

普通株式の期中平均株式数(株) 14,645,249 14,645,018

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年７月31日

京都きもの友禅株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    日　　高　　真 理 子    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    有    川          勉　  印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている京都
きもの友禅株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成
25年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、京都きもの友禅株式会社及び連結子会社の平
成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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